
（一財）鳥取開発公社まで空き状況をご相談ください。
※体験希望日時、期間、人数、利用要件等を確認します。
（一財）鳥取開発公社まで空き状況をご相談ください。
※体験希望日時、期間、人数、利用要件等を確認します。

ウェブサイトに掲載の申込書、添付書類をご準備いただき、
郵送、FAX、メール、持参により申込み先へご提出ください。
※施設を利用する７日前までに到達するようにご提出ください。

ウェブサイトに掲載の申込書、添付書類をご準備いただき、
郵送、FAX、メール、持参により申込み先へご提出ください。
※施設を利用する７日前までに到達するようにご提出ください。

書類を確認後、利用決定通知書と体験料振込先を郵送でお届けします。書類を確認後、利用決定通知書と体験料振込先を郵送でお届けします。

【体験料前払い】
※利用日までに体験料を
お支払いください

【体験料前払い】
※利用日までに体験料を
お支払いください
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まちなか居住体験施設「 」(かりずまい) 利用の流れまちなか居住体験施設「 」(かりずまい) 利用の流れ
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②

③

④

⑤

※既納の体験料については還付を行いませんが、市長が特に必要と認めた場合(災害等)は、未利用日数に応じて還付を行います。

⑥
当日は体験施設に
直接お越しください
当日は体験施設に
直接お越しください

まちなか居住体験施設

◇利用日直近のお支払いになると入金確認ができない場合が
ありますので、金融機関発行の支払明細等をお持ちください。

申込み先
一般財団法人 鳥取開発公社
（〒６８０－0022 鳥取県鳥取市西町二丁目３１１番地）

電話 ０８５７-２２-４７４２
公式メール tott11@tottori-kk.or.jp
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